
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての
電話や情報通信機器を用いた服薬指導の時限的・特例的な取扱いについて

詳細はWebサイトに掲載の一連の通知をご確認ください。

②医療機関から処方箋をFAX
FAX送信後、原本を送付

（次回患者に手渡しはNG）
かかりつけの薬局や、患者の居住地域内に
ある薬局への送付が望ましい。

FAXを原本として
調剤・服薬指導

患者の来局に合わせて
服薬指導

A A:送付希望

B:電話等での服薬指導不可

B

A A:電話等での指導可能

⑦資料の記録と保存
• 処方箋原本とFAXを一緒に保管
• 実施状況報告のため、指導年月日、配送方法、備考欄記載内
容、配送料交通費について一覧を作成

（その他処方の内容についても必要になる可能性がありますので、
④Bも含めて後日参照できるようにご用意をお願いします。）

1. 服薬指導等で使用す
る機器

2. 処方箋の受付方法
3. 薬剤の配送方法
4. 支払方法

5. 服薬期間中の服薬状
況の把握に使用する
機器

事前に必要な薬局内、
Webへの掲示事項

本通知では備考欄に
「0410対応」の他、自宅療

養又は宿泊療養する軽症
者等に対する「CoV自宅」
「CoV宿泊」についても記
載されています。「CoV宿

泊」については薬剤師会
が対応予定です。「CoV自

宅」については送付対応と
なる予定です。

備考欄への記載事項⑥薬のお届け
配送業者による送付、もしくは薬局職員によるお届け
• 送付の場合は電話等で受取を確認
• 支払いは代引・振込・クレジットカード・電子決済等が可

⑤薬剤師による電話等での服薬指導
処方箋FAX受信後、服薬指導。
（FAXが来ていれば③と同時も可）

• 手順やリスクを説明し記録
• 患者が新患の場合、保険資格・本人確認
• 必要に応じ以下を実施

・薬情の事前FAX
・⑥薬到着後に再度の服薬指導
・服薬期間中のチェックと医師へのフィードバック

④薬剤師が電話等での
服薬指導の可否を判断

処方内容・患者状況を検討し
電話での指導が可能かどうか判断

①受診（対面 もしくは 電話等）
（非対面の受診手順についてはWeb掲載の資料をご確認ください。）

診察：対面 服薬指導：電話等
診察：電話等 服薬指導：対面
診察：電話等 服薬指導：電話等
どの場合も「0410対応」と「患者電話番号」を備考欄に記載

薬局に来局する方にも「0410対
応」と記載すること、電話番号併記
することについては広島県薬剤師
会が広島県医師会にお願いをして
いる内容です。
記入がない場合も柔軟に対応をお
願いします。

③患者-薬局間で連絡
受取方法を確認
送料について説明


